
【 月額所得の求め方 】 

 

月額所得とは、家族全員の年間所得の合計額から、人数、家族構成に応じて控除を行い、

それを１２で除した額です。 

  

 

 月額所得＝（入居家族全員の年間所得合計金額－控除額）÷１２カ月 

 

 

控除の種類 控除対象者 控除額（１人につき） 

同居親族 同居する親族（本人を除く） ３８０，０００円 

同居しない扶養親族 同居しないが所得税法上の

扶養親族 

３８０，０００円 

基礎控除振替 給与所得又は公的年金等に

係る雑所得を有する人 

１００，０００円 

（所得金額が１０万円未満

の場合はその額） 

老人扶養親族又は老人控除

対象配偶者 

扶養親族又は控除対象配偶

者で 70歳以上の人 

１００，０００円 

特定扶養親族 扶養親族で 16歳以上 23歳未

満の人 

２５０，０００円 

障がい者 入居予定で障がいのある人 ２７０，０００円 

特別障がい者 入居予定で重度の障がいの

ある人 

４００，０００円 

ひとり親 入居予定者で所得税法上の

ひとり親 

３５０，０００円 

（所得金額が３５万円未満

の場合はその額） 

寡婦 入居予定者で所得税法上の

寡婦 

２７０，０００円 

（所得金額が２７万円未満

の場合はその額） 

 


